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医療提供体制の再構築案に関する報告  

平成22年 3月 8日  

大  阪  府  

1 現状の医療体制について  

（1）結核羅患率、死亡率と患者層の特徴   

大阪府の結核患者数は、平成3年から18年連続して減少しているが、そのス  

ピードは鈍化しつつある。結核羅患率は全国ワースト1であり、結核対策の一  

層の推進が望まれる。   

大阪府では、患者の発生は都市部の住宅密集地域に集中しており、年齢を見  

ると65歳以上の患者が過半数を占めている。最近の特徴として、20代－30代  

の若者の結核罷患率が若干上昇しつつある傾向にある。その理由としては、不  

規則な生活や無理なダイエットなどが複合的に影響してきていると思われる。   

特に、大阪市内、とりわけ、あいりん地域の結核患者、羅患率は飛び抜けて  

高く、結核対策は、公衆衛生上の問題にとどまらず、アルコールや薬物依存の  

問題はもとより、就労や住宅など様々な問題が複雑に関係する都市問題といえ  

る。   

また、結核患者は経済的に困窮しているケースが多く、家族のある者、ある  

いは単身者であっても生活を維持するために働かなければならない事情ぁある  

患者も多い。そこで、大阪府も退院に関しては「退院させることができる基準」  

にて長期入院化しないよう、運用しているところである。  

（2）二次医療圏数と結核患者入院施設（結核病床、モデル病床）の配置状況   

大阪府内において、結核病床を有する病院は、現在（平成21年9月1日）8  

病院である。中核となる結核専門病院は、刀根山病院（豊中市）、結核予防会大  

阪病院（寝屋川市）、近畿中央胸部疾患センター（堺市）、呼吸器・アレルギー  

医療センター（羽曳野市）の4箇所であり、各医療圏において府内の結核発病  

者を入院させているだけではなく、近隣府県からも数多くの結核患者を受け入  

れている。   

とりわけ、透析、精神、妊婦、小児などの結核合併症患者については、府県  

の境界を越えて対策を進めている。   

モデル病床を有する病院は、3病院であり、今後とも、モデル病床を拡大し  

て行きたいと考えるが、病院側のニーズがないのが現実である。やはり、結核  

という病気に対する警戒感や院内感染対策に対する責任の所在、場合によって   



は賠償請求されることによる病院運営への圧迫などを考えて、モデル病床に対  

するニーズが起こってこないものと考えている。  

（3）結核を診療する医療スタッフ（医師、看護師等）の配置状況   

結核病床を有する病院においても、結核治療の専門医は年々減少しつつあり、  

呼吸器を専門としない医師が結核を診察するなど、一部の病院では専門医不足  

が問題となってきている。   

このような問題は、現実に結核診断の遅れとなって表面化してきており、時 

には結核集団感染事例に至ることもある。   

また、結核患者を看護する経験豊富な看護師が少なくなってきており、結核  

患者の治療、ケアなどの質の低下も招いてきている。通常、約2ケ月という長  

期にわたる入院治療を安心して過ごしてもらうためにも、結核患者を十釧こ理  

解した経験豊富な看護師の存在は大きいが、そのノウハウが一部の若い看護師  

に伝達されていない場合がある。   

そのため、結核病床を有する病院における若い看護師が、人事異動で結核病  

床担当になると、必要以上に結核の感染を恐れるあまり職場を辞めてしまうと  

いうような事態が起こっている。   

大阪府としては、このような事態を改善するため、医師、看護師等を対象と  

した結核研修を、平成21年度は4回にわたって開催し、最新の情報と正しい知  

識の普及に努めている。  

（4）地域連携の状況（DOTS事例検討会、研修会・連絡会、パスの存在な  

ど）   

大阪府では、きめ細かい結核患者の支援活動を実施しており、各保健所にお  

いて、DOTS事例検討会やコホート会議を実施している。   

また、結核病床を有する病院の主催で開催する研修会や連絡会にも、各保健  

所が積極的に参加して、病院と保健所間の連携に努めており、相互の信頼関係  

で連携が図られている。  

（5）府県界を越えた広域連携について（あれば）   

大阪府は、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県と府県を接し、滋賀県とも距  

離的に近い。大阪府内における結核治療の基幹的病院である、「刀根山病院」、「近  

畿中央胸部疾患センター」、「呼吸器・アレルギー医療センター」においては、  

府県境を越えた地域連携が図られており、DOTS事例検討会やコホート会議  

はもちろん、結核専門病院を中核とした結核事例研究会や研修会が開催されて  

いる。  

「鶉雫   



（6）現状における問題点（空床問題、スタッフ不足・ミスマッチ、医療アク  

セスなど）   

結核羅患率が全国ワースト1である大阪府においては、結核病床の充床率は  

比較的高く、7割くらいを維持している。   

しかしながら、結核病床の数は、年々少なくなってきており、本年度末には、  

大阪府保健医療計画における目標病床数814床を下回るような状態にある。  

結核病床は、病院経営上は不採算部門であり、結核患者数の減少や結核羅患率  

の減少などと相まって、これからも減少傾向が継続するものと考えられる。   

そこで、今後の結核治療の方向性として、結核病床を有する専門病院で結核  

患者を治療するだけではなく、地域の基幹病院においても、一般病床（陰圧施  

設を有する）を活用することが重要である。そのためには、地域における公的  

総合病院の位置づけが課題である。   

結核は、未だに人類が克服すべき最大の感染症の一つであり、国、都道府県、  

市町村が、それぞれ役割分担した上で、地域医療の有機的な連携を図らなけれ  

ばならない。  

（7）県よりの結核医療に対する支援策の現状（補助等あれば）  

なし。  

2 再構築案  

（1）拠点病院や医療スタッフの配置   

大阪府内における結核拠点病院を、患者の収容能力（許可病床数の多さ）や  

MDR患者等の受け入れが可能であるという観点から、刀根山病院、結核予防会大  

阪病院、近畿中央胸部疾患センター、呼吸器・アレルギー医療センターの4病  

院に置き、「専門医療機関」として再編成を行う。その他の4病院については、  

適宜専門医療機関と協力ー連携を行うこととする。この再編成により地域の結  

核医療の質を維持することを主な役割とし、①地域全体のコンサル、②MDR・XDR  

をはじめとする治療困難例、③治療中断ハイリスク者への入院DOTS、④在宅排  

菌患者に対する外来DOTS、へと特化を図っていく。   

結核病床以外の地域基幹病院（感染症病床、モデル病床を含む）・においても、  

合併症対策を含め、地域の結核入院医療の基礎を担う主体として新たに編成す  

る。排菌患者であっても、他の感染症と同様に一般の陰圧病室で治療を行える  

枠組みを新たに構築する。（医療法改正の動向も視野に）   

（具体案）  
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イ（仮称）入院患者受入協力医療機関」網の構築  

一専門医療機関との連携・コンサル体制  

・治療マニュアル（府統一版）の整備  

・37条適用拡大による公費負担  

・受入実績等に基づく運営補助  

・院内感染対策マニュアル（府統一版）の整備  

一病院職員に対するQFT検査実施に対する支援  

・設備整備補助（簡易陰圧装置、ヘパフイルター等を含む）  

＊現状においては、自院の入院患者が結核と診断され、合併症等により結  

核病床に移せないような場合に限り、特例的に入院勧告を行っている状  

況であり、新たな結核患者を受け入れてもらえる環境をつくっていける  

かがポイントとなる。（入退院基準の更なる緩和も検討へ）   

さらに、地域における外来医療機関を、 

基礎を担う主体として再編成する。   

（具体案）   

・専門医療機関との連携・コンサル体制   

・地域連携パスの導入   

・結核指定医療機関の再定義化：外来DOTS   

またDOTS連携についても、「DOTS」をキーワードにそれぞれの役割を担う医  

療機関同士の連携を図る。特に人材育成、精度管理については、現行の指定医  

療機関研修会、症例検討会、病院連絡会議等の更なる拡充を図る。  

地域全体が結核医療に携わる経験値をいかに高めていけるかがポイントとなる。  

（2）モデル病床の配置   

モデル病床は、高槻赤十字病院に6床、医療法人仁真会白鷺病院に1床、大  

阪市立十三市民病院に1床の合計8床ある。しかしながら現状は、各病院とも  

にモデル病床の稼動率は低い。これは、結核に対する院内感染のおそれ、院内  

感染があったときの賠償請求（訴訟）に対するリスクを考えて、病院側が結核  

患者の受け入れに消極的であるものと考える。しかしながら、今後は「専門医  

療機関」とも協力・連携を取り、これらのモデル病床を有効に活用していきた  

いと考える。  

（3）地域連携について（症例コンサルトの確立、社会福祉施設等の参画など  

含め）  
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基幹的結核専門病院においては、府県境を越えて、症例研究会や連絡会が病  

院主催で開催されており、各保健所においても、結核患者を担当する保健師が  

積極的に参加している。  

（4）広域連携について（必要有れば）   

結核合併症患者の入院については、一府県では対応できないケースが多い。  

特に、（重度）精神障がいを有する結核患者の場合、現在、近畿地区では、奈良  

県大和郡山市の「松籍荘病院」に5床しかない現状であり、数多くの結核患者  

をかかえる近畿地区においては、絶対数が足りない。そのため、（重度）精神障  

がいを有する結核患者は、遠く、三重県や広島県まで入院先を探さねばならず、  

患者家族の負担は大変である。また、移送責任を持つ府県や保健所においても、  

患者が公共交通機関を使用することなく、遠方まで入院することは、患者の付  

き添いや移送経費など、検討すべき課題が多い。   

結核患者数は、減少しつつあるとはいえ、結核合併症患者対策、特に、塗抹  

陽性の腎透析患者の受け入れ病床が不足する可能性がある。また、多剤耐性結  

核（MDR、XDR）患者対策については、民間結核専門病院が対応するにば、  

非常に困難が伴うので、国や地方公共団体が一定の責任を持って対処していく  

政策誘導が必要ではないかと思われる。  
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大阪府結核病床保有病院位置図  

能勢町  

結核病床を有する病院   

●1 国立病院機構刀根山病院   

●2 結核予防会大阪病院   

●3 仁泉会阪棄病院   

●4 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター   

●5 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター   

●6 （河崎病院：休床中）   

●7 大阪市立北市民病院   

●8 梨花会山梨病院   

●9 味木会味木病院  

（一般患者の対応不可）   

010 大阪医療刑務支所病院  

結核モデル病床を有する病院   

■11高槻赤十字病院   

■12 大阪市立十三市民病院   

■13 仁真会白鷺病院  

豊能二次医療圏  ≡島二次医療圏  

北河内二次医療圏  

●7 大 阪 市  
東大阪市  

中河内二次医療愚  
大阪市二次医療匿l  

堺市二次医療圏  

南河内二次医療圏  

千早赤阪村  

河内長野市   泉州二次医療圏  

岬 町  

6  




